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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成25年11月26日付で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第６号の３の規定に基づき、共同株式移転の方法による持株会社の設立に関する臨時報告書を提出いたしました。

　今般、当該臨時報告書提出時に賛否の意思表明を留保していた丸八証券株式会社の取締役より賛否についての意思表明が

あり、記載事項の一部に追加すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書

の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

(4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

⑥　利益相反を回避するための措置

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

 

(4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

⑥　利益相反を回避するための措置

　　（訂正前）

（前略）

　また、平成25年11月22日開催の丸八証券の取締役会においては、特別利害関係を有すること又は特別利害関係を有す

るおそれがあることに鑑みて、利益相反防止の観点から本株式移転に関する審議及び決議に参加しない細井朗氏を除く

６名の出席取締役のうち４名の賛成により本株式移転計画の作成を決議しております。また、丸八証券の監査役のう

ち、エース証券の監査役を兼任している川島修氏は、上記の取締役会において、意見表明を行っておりません。なお、

丸八証券の上記取締役会において、川島修氏を除いた丸八証券の監査役２名のうち１名は本株式移転計画の作成に異議

がない旨の意見を述べ、他の監査役１名は、本株式移転に関して事前の情報提供、資料説明等を含め、決議までの時間

が充分といえず、各取締役の間でさらに議論を要する事項があるのではないかという意見を述べました。

（後略）

 

　　（訂正後）

（前略）

　また、平成25年11月22日開催の丸八証券の取締役会においては、特別利害関係を有すること又は特別利害関係を有す

るおそれがあることに鑑みて、利益相反防止の観点から本株式移転に関する審議及び決議に参加しない細井朗氏を除く

６名の出席取締役のうち４名の賛成により本株式移転計画の作成を決議しております。また、丸八証券の監査役のう

ち、エース証券の監査役を兼任している川島修氏は、上記の取締役会において、意見表明を行っておりません。なお、

丸八証券の上記取締役会において、川島修氏を除いた丸八証券の監査役２名のうち１名は本株式移転計画の作成に異議

がない旨の意見を述べ、他の監査役１名は、本株式移転に関して事前の情報提供、資料説明等を含め、決議までの時間

が充分といえず、各取締役の間でさらに議論を要する事項があるのではないかという意見を述べました。

　なお、上記の取締役会において取締役１名が賛否の意思表明を留保しておりましたが、平成25年11月29日開催の丸八

証券の取締役会において、本株式移転計画の作成に賛成する旨を表明しております。

（後略）
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